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最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和4年3月29日付け（同年4月］ 日受付、第(）40(） (）8号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

l 開示する司法行政文書の名称等

令和元年9月13日付け最高裁判所事務総局人事局長決定「最高裁判所に勤務

する職員の身分証明書の様式等について」 （片面で8枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、公にすることにより庁舎管理事務及び警備事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれのある情報が記載されており、 この情報は、行政機関情報公

開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから、 この情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話(）3 （4233） 524（） （直通）



最高裁判所に勤務する職員の身分証明書の様式等について

1 最高裁判所（司法研修所及び裁判所職員総合研修所を除く。 ）に勤務する職員

（以下「職員」 という。）の身分証明書の様式等については，令和元年9月13

日付け最高裁判所事務総長通達「最高裁判所に勤務する職員の身分証明書の発行

等について」 （以下｢総長通達」 という6 ）に定めるところによるほか，別紙の

とおり定める。

2 この決定は,令和元年10月1日から実施する。

令和元年9月13日

最高裁判所事務総局人事局長 哉堀 眞田

［



（別紙）

1 身分証明書の様式は，別紙様式第1のとおりとする。

2 身分証明書を発行したときは， 当該身分証明書の総長通達記3の(1)のア》 イ，

エ及びオに定める事項を別紙様式第2の身分証明書発行簿に記載する。

3 総長通達記3の(1)のアの発行番号は，次のとおりとする。
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4 職員は，総長通達記3の(2)及び(3)の申出を行う場合は，別紙様式第3の身分証

明書における旧姓使用願により人事局長に申し出なければならない。

5 職員は，総長通達記5に定める申出を行う場合は，別紙様式第4の身分証明害

における旧姓使用・戸籍姓併記中止願により人事局長に申し出なければならない。

6 職員は，総長通達記6の(1)又は(2)に定める事由が生じた場合には，別紙様式第

5の身分証明書再発行願により人事局長に申し出なければならない。

.〃' 南



(別紙様式第1）

【表面】

{裏面I



(別紙様式第2）

身分証明書発行簿

【●●局】

発行年月日 発行番号 官名 氏名 備考

記載例

R1. 10. 1 最高裁○第○号 裁判所事務官 ○○○○

R1. 10. 1 最高裁○第○号 裁判所事務官 ○○○○ |日姓使用

R1. 10. 1 最高裁○第○号 裁判所事務官 ○○（○○） ○○ |日姓使用・戸籍姓併記

､



(別紙様式第3）

身分証明書における旧姓使用腰

年 月 日

最高裁判所事務総局人事局長殿

:(所属）

<官職）

(氏名） 印

今回発行を受ける身分証明書に下記のとおり旧姓を使用したいので,申し出ます。

記

使用する旧姓1

身分証明書に戸籍姓を記載することの希望の有無

有り ・無し

2

、

、

I



(別紙様式第4）

身分証明書における旧姓使用･戸籍姓併記中止願

年 月 日

最高裁判所事務総局人事局長殿

ｊ
ｊ
‐
ｊ

属
職
名

所
官
氏

く
く 印

1 身分証明書における|日姓の使用を中止したいので， 申し出ます。

（1） 中止する|日姓

(2)戸籍上の氏

2 身分証明書における戸籍姓の併記を中止したいので， 申し出ます。

※ 1又は2のいずれかを丸で囲む。

1



(別紙様式第5）
ー

身分証明
聿
冒 再発行願

L
，

年 月 日

最高裁判所事務総局人事局長殿

所
官
氏

Ｉ
Ｉ
、
く

ｊ
ｊ
ｊ

属
職
名 印

／

ノ

この度，下記のとおり身分証明書を亡失・破損等しましたので，再発行を申し出

ます。

記

1 身分証明書の発行年及び発行番号

2 亡失等年月日 ・亡失理由

3 亡失等の状況（具体的に記入）

局課の長等

認印



(別表）
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